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改善報告書 

 

大学名称   佛教大学  （大学評価実施年度 2019年度） 

 

１．大学評価後の改善に向けた全般的な取り組み状況 

本学は 2019年度の認証評価受審結果として、是正勧告 2点、改善課題 4点の提言を受け

たことを重く受け止め、提言に対する改善の取り組みに直ちに着手することとした。具体

的には、大学全体の内部質保証推進の責任を担う質保証検討委員会において提言内容を全

学的に確認共有したうえで、同委員会から、「佛教大学に対する大学評価（認証評価）結果

への対応について」として、提言に直接関係する学内の各審議機関に対して提言内容を

フィードバックし、本学が抱える問題点について共通認識を持つとともに、それぞれの課

題に対する改善の取り組みに着手するよう指示を行った（資料 1-1、資料 1-2）。さらに、

改善に向けた取り組みの進捗状況を質保証検討委員会で全学的に確認し、課題の改善に

至っていない点については、継続して改善に向けての取り組みを行うよう指示することで、

改善を進めてきた（資料 1-3）。 

なお、提言の中でも最大の課題であった本学における内部質保証システムの実質化につ

いては、この課題の改善を目的として、全学的な内部質保証の基本的な考え方や推進体制

ならびに自己点検評価の実施体制等について、質保証検討委員会を中心として再検討を

行った。その結果、2021年度の第 2回質保証検討委員会（2022年 2月 14日開催/第 2回大

学評価委員会合同開催）において、「佛教大学の内部質保証の方針」を改定し、あわせて内

部質保証に関する関係規程の改正を行った（資料 1-4）。従って、2022年度以降は、新たに

設置された質保証推進委員会のもとで、自己点検・評価の実施ならびにその結果に基づく

改善の取り組みを実質化させる体制を稼働させながら、提言に対する改善の取り組みを進

めてきている（資料 1-5、資料 1-6、資料 1-7、資料 1-8、資料 1-9、資料 1-10、資料 1-11、

資料 1-12）。 

なお、すべての提言における課題改善の取り組みは、質保証推進委員会（旧質保証検討

委員会）において、全学的に提言内容を確認共有し、提言内容に関係する機関に課題の改

善に向けた取り組みを指示し、当該の機関においては改善の取り組みを進めるとともにそ

の進捗状況を質保証推進委員会（旧質保証検討委員会）に報告することにより、全学的に

改善状況を確認するというプロセスで進めてきた。そのため、以降に記載する「２.各提言

の改善状況」における「大学評価後の改善状況」欄については、これらのプロセスについ

て割愛して記載することを付記しておく。 

 

＜根拠資料＞ 

資料 1-1「2020年度第 1回質保証検討委員会議事録（2020年 7月 13日開催）」 

資料 1-2「佛教大学に対する大学評価（認証評価）結果」の対応について」 

資料 1-3「2020年度第 3回質保証検討委員会議事録（2021年 3月 15日開催）」 

資料 1-4「2021年度第 2回質保証検討委員会議事録（2022年 2月 14日開催）」 
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資料 1-5「2021年度第 3回質保証検討委員会議事録（2022年 3月 14日開催）」 

資料 1-6「是正勧告・改善課題に関する現状（2022年 3月現在）」 

資料 1-7「「改善報告書」の提出（2023年 7月）に向けた取り組みのスケジュール」 

資料 1-8「2022年度第 2回質保証検討委員会議事録（2022年 5月 16日開催）」 

資料 1-9「是正勧告・改善課題に関する「改善状況・改善計画報告書」の提出について（ご

依頼）」 

資料 1-10「2022年度第 5回質保証推進委員会議事録（2022年 7月 19日開催）」 

資料 1-11「2022年度第 8回質保証推進委員会議事録（2023年 3月 27日開催）」 

資料 1-12「2023年度第 9回質保証推進委員会議事録（2023年 7月 10日開催）」 
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２．各提言の改善状況 

（１）是正勧告 

№ 種  別 内  容 

１ 基準 基準 2 内部質保証 

提言（全文） 「質保証検討委員会」を責任主体とする内部質保証体制を構

築しているものの、自己点検・評価の実施は大学評価（認証

評価）の申請時のみであり、定期的な点検・評価が行われて

いるとはいいがたい。また、点検・評価の結果に基づく改善・

向上のためのプロセスが明確でなく、同委員会が運営・支援

を行う仕組みが十分に確立されていないため、内部質保証シ

ステムを有効に機能させるよう是正されたい。 

大学評価時の状況 「質保証検討委員会」を責任主体とした全学的な内部質保証

体制を構築し、そのもとで改善に向けた取り組みに着手して

いたが、内部質保証の定義や方針、質保証検討委員会を中心

とした関連組織の責任と役割を明文化するに至っていな

かった。また、各機構会議や各種委員会において、課題の把

握や改善向上に向けた取り組みは行っていたものの、全学的

組織的な自己点検・評価の実施は大学評価（認証評価）の申

請時のみであり、定期的に実施できていなかった。このよう

な状況であったことから、体制は構築していたものの、十分

に機能させるまでには至っていなかった。 

大学評価後の改善状

況 

●内部質保証システムを有効に機能させる体制 

2021 年度の質保証検討委員会において、新たな「佛教大学

の内部質保証の方針」並びに内部質保証に関する諸規程の改

正審議を行い、第 16 回大学評議会で承認された（資料

2-(1)-1-1 、 資 料 2-(1)-1-2 、 資 料 2-(1)-1-3 、 資 料

2-(1)-1-4）。 

この新たな内部質保証体制は、質保証推進委員会（以下、「質

保証委員会」という）を内部質保証に関して責任を負う全学

的組織と位置付け、自己点検・評価結果に基づく課題や長所

を掌握し、関係組織に改善・向上を指示するとともに、検証

を行うものである。また、質保証委員会が自己点検・評価結

果に基づく課題等を掌握するために自己点検評価委員会を

置き、同委員会が自己点検・評価の定期的な実施方法を定め、

各組織への実施依頼と支援及び結果集約を行い、質保証委員

会に上程する体制となっている。 

この体制により、懸案となっていた学生募集や教育内容の点

で直面している諸課題への対応を、通信教育課程と併せて、
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2022 年度より「大学改革」として行っていく取り組みに着

手した。具体的には、質保証委員会で課題と改善の方向性並

びに具体的な対応策を検討する体制を定めた。また、検討結

果については、質保証委員会で審議し、大学評議会に上程す

ることで「大学改革」を進めており、新たな体制が全学的シ

ステムとして適切かつ有効に機能していることを示してい

る。なお、本取り組みは 2023 年度も継続している（資料

2-(1)-1-5、資料 1-11、資料 2-(1)-1-6）。 

また、特定の分野に関する自己点検・評価と改善の取り組み

として、理学療法士・作業療法士や臨床心理士の養成に係る

自己点検・評価を新たな体制のもとで開始した。更に、教員

養成課程に関する自己点検・評価と結果の公表の義務化を受

け、2022 年度に自己点検・評価を実施し、その結果の公表

を行った。これらも新たな体制のもとでの具体的な対応事例

である（資料 2-(1)-1-7、資料 2-(1)-1-8、資料 2-(1)-1-9）。 

●定期的な自己点検・評価の実施 

定期的な自己点検・評価については、2021年度、2022年度

の各学部における自己点検・評価を実施したが、現時点で

は十分に対応できているとは言い難い（資料 2-(1)-1-10、

資料 2-(1)-1-11、資料 2-(1)-1-12）。一方、自己点検・評

価の結果に基づく改善・向上のプロセスの明確化と、定期

的な自己点検・評価サイクルを策定できたことから、これ

らに基づき 2023年度から本格的に毎年度の自己点検・評価

を実施することにより、改善できるものと考えている（資

料 2-(1)-1-13）。 

以上のことから、定期的な自己点検・評価の実施に関して

は十分とは言えないものの、新たな内部質保証システムと

して有効に機能しており、一定程度改善が図られたと言え

る。 

≪改善に向けた今後の取り組み≫ 

新たな体制は動き始めたばかりであり、上述の「大学改革」

の取り組みなど適切かつ有効に機能している側面もあるが、

今後は、既に策定された点検・評価のサイクルに基づく定期

的な自己点検・評価の実施とその結果に基づく改善・向上へ

の取り組みに着手する。本学の内部質保証システムの実質化

は、現在も改善の途上にあることを十分に認識した上で、更

なる改善に向けて今後も取り組みを進めていくこととして

いる（資料 1-12、資料 2-(1)-1-14）。 
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「大学評価後の改善

状況」の根拠資料 

資料 2-(1)-1-1「2021年度第 16回大学評議会議事録（2022

年 3月 1日開催）」 

資料 2-(1)-1-2「佛教大学内部質保証の方針」 

資料 2-(1)-1-3「質保証検討委員会規程新旧対照表」 

資料 2-(1)-1-4「大学評価委員会規程新旧対照表」 

資料 2-(1)-1-5「2022年度第 4回質保証推進委員会議事録

（2022年 6月 6日開催）」 

資料 2-(1)-1-6「大学改革の推進に関する進捗について（報

告）」 

資料2-(1)-1-7「2022（令和4）年度教職課程自己点検評価に

係る情報公開に向けてのスケジュール」 

資料 2-(1)-1-8「令和 4年度教職課程自己点検・評価報告書

（令和 5年 3月）」 

https://www.bukkyo-u.ac.jp/about/data/report-teacher/ 

資料 2-(1)-1-9「理学療法士作業療法士養成施設指導ガイド

ラインに基づく自己評価書」

https://www.bukkyo-u.ac.jp/about/data/#s02 

資料 2-(1)-1-10「2021年度第 3回大学評価委員会議事録

（2022年 3月 14日開催）」 

資料 2-(1)-1-11「2023年度第 4回質保証推進委員会議事録

（2023年 5月 29日開催）」 

資料 2-(1)-1-12「2022（令和 4）年度第 3 回自己点検評価

委員会議事録（2023年 3月 23日開催）」 

資料 2-(1)-1-13「毎年度の自己点検・評価サイクル」 

資料 2-(1)-1-14「2023年度第 10回大学評議会議事録（2023

年 7月 18日開催）」 

＜大学基準協会使用欄＞ 

検討所見  

改善状況に関する評

定 

  ５   ４   ３   ２   １ 

№ 種  別 内  容 

２ 基準 基準 4 教育課程・学習成果 

提言（全文） 通学課程の研究科の修士課程及び博士後期課程では、文学研

究科歴史学専攻修士課程を除いて研究指導計画として研究

指導の方法及びスケジュールを定めていないため、これを定

めあらかじめ学生に明示するよう是正されたい。 

大学評価時の状況 修士課程においては、論文・課題研究の提出資格や 全体的

な論文作成スケジュールおよび提出期限、専攻ごとの体裁等

https://www.bukkyo-u.ac.jp/about/data/report-teacher/
https://www.bukkyo-u.ac.jp/about/data/#s02
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を、また博士後期課程においては、論文の提出資格や専攻ご

との提出要件および提出期限等を掲載していたが、専攻ごと

の研究指導計画、研究指導方法及び指導スケジュールについ

ては掲載しておらず、事前に学生へ明示されていなかった。 

大学評価後の改善状

況 

2020 年度第 6 回大学院委員会において、課題改善の方策と

して、専攻ごとの研究指導計画（研究指導方法及び指導スケ

ジュール）を取りまとめ、事前に学生へ明示することの提案

がなされ承認された（資料 2-(1)-2-1）。 

これを受けて、『STUDYGUIDE大学院』に専攻ごとの「研究指

導の方法」（指導教員と集団指導体制）及び「指導スケジュー

ル」を掲載し、学生があらかじめ確認できるように是正した

ことについて、2020年度第 13回大学院委員会において確認

がなされた（資料 2-(1)-2-2、資料 2-(1)-2-3、資料

2-(1)-2-4） 

以上のことから、提言内容に関する改善は図られている。 

「大学評価後の改善

状況」の根拠資料 

資料 2-(1)-2-1「2020年度第 6回大学院委員会議事録（2020

年 9月 2日開催）」 

資料 2-(1)-2-2 「『STUDY GUIDE大学院』（2023年 3月刊行

該当ページ抜粋/pp.70-83、pp.90-103）」 

資料 2-(1)-2-3「2020年度第 13回大学院委員会議事録（2021

年 2月 10日開催）」 

資料 2-(1)-2-4「大学基準協会の大学評価（認証評価）にお

ける是正勧告及び改善課題への対応報告」 

＜大学基準協会使用欄＞ 

検討所見  

改善状況に関する評

定 

  ５   ４   ３   ２   １ 
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（２）改善課題 

№ 種  別 内  容 

１ 基準 基準４ 教育課程・学習成果 

提言（全文） 文学研究科修士課程では、特定課題の研究成果に関

する審査基準を明確にしていないため、改善が求め

られる。 

大学評価時の状況 文学研究科の修士課程において、特定課題に関する

課題研究を修士論文に代わるものとして認めてい

たのは、歴史学専攻のみであったが、大学院生に向

けた『STUDYGUIDE大学院』において、「課題研究」

欄の特定課題の研究成果に関する審査基準の記載

は、同じく課題研究を認めていた社会学研究科にし

かなく、文学研究科歴史学専攻における記載はない

状態であった。 

大学評価後の改善状況 2020年度第 13回大学院委員会において、修士課程

の特定課題の審査基準を明確にし、事前に学生へ明

示するよう提案がなされ、承認された（資料

2-(1)-2-3、資料 2-(1)-2-4）。 

これを受けて、『STUDYGUIDE大学院』の「課程修了

と学位の取得」ページの「『修士論文』および『課

題研究』」についての「課題研究」欄に「文学研究

科修士課程歴史学専攻（高度専門職業人コース）」

における課題研究に関する審査基準を明記し、事前

に学生に明示するよう是正した（資料 2-(2)-1-1）。 

以上のことから、提言内容に関する改善は図られて

いる。 

「大学評価後の改善状況」の

根拠資料 

資料 2-(2)-1-1「『STUDYGUIDE大学院』（2023年 3

月刊行 該当ページ抜粋/pp.68-69）」 

＜大学基準協会使用欄＞ 

検討所見  

改善状況に関する評定   ５   ４   ３   ２   １ 

№ 種  別 内  容 

２ 基準 基準４ 教育課程・学習成果 

提言（全文） 学部・研究科において、学習成果の把握に努めてい

るものの、いずれも学位授与方針に示した学習成果

を把握・評価する取組みとしては不十分なため、多

角的かつ適切に測定するよう改善が求められる。 

大学評価時の状況 学部における学習成果を把握する取り組みとして
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は、1.2.3年次にアセスメントテストを実施してい

た が 、 オ ン ラ イ ン の ア セ ス メ ン ト テ ス ト

「GPS-Academic」 への移行期ということもあり、

学年や学科によって 2種類の試験（大学生基礎力レ

ポート、 GPS-Academic）が混在しており、更に、

受検率が低迷し サンプル数が十分でないという問

題があった。また、その分析については、単年度で

の分析や、その単年度分析を経年比較する程度に留

まっており、学生が 4年間の学びを通して、学位授

与方針に示した力をどのように、どの程度養ったか

といった分析ができておらず、十分な学習成果の把

握には至っていなかった。 

研究科における学習成果を把握する取り組みとし

ては、各研究科に委ねられており、組織的な取り組

みとしては行っていなかった。 

大学評価後の改善状況 ●学部における学習成果の把握 

提言内容の改善に向けて、2020年度第 13回教育推

進機構会議において、「「学修成果の可視化」に向け

た本学の取り組み」として改善の方向性が承認さ

れ、従来から実施していた卒業時アンケート（＝卒

業時調査）において、学位授与方針に定める能力を

どの程度修得できているかについて調査できるよ

う内容の充実を図り、その結果を実証するために、

2020 年度より、1・3 年生の基礎学力テストの結果

と卒業時アンケートの結果を紐づけて「統合分析調

査」として取り纏めた(資料 2-(2)-2-1、資料

2-(2)-2-2）。この分析・検証結果により、学習成果

の把握が行えるようになったが、更に翌年の 2021

年度調査からは分析項目を充実させて「統合分析調

査」を「卒業生学修実態調査」として取り纏め、全

体分析に加え、学部ごとの分析に着手した（資料

2-(2)-2-3、資料 2-(2)-2-4、資料 2-(2)-2-5）。 

以上のことから、提言内容については一定程度の改

善が図られたと言えるが、今後、更なる取り組みを

進めていくことが必要であると認識している。 

●研究科における学習成果の把握 

研究科における提言内容の改善については、2020

年度第 7 回及び第 12 回大学院委員会において改善

の方向性が承認された。具体的には口頭試問で主
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査、副査の複数教員で多面的に評価していたもの

の、その評価基準や評価項目が専攻ごとに標準化さ

れていなかったことから、ルーブリックなどを作成

し成績評価基準の明確化を図ることにより、学位授

与方針に対する学習成果を把握することが確認さ

れ、各専攻にその意義の説明と共に検討の依頼がな

された（資料 2-(2)-2-6、資料 2-(2)-2-7、資料

2-(2)-2-8）。それをうけ、専攻ごとに作成に関する

討議が開始され、一部の専攻でルーブリック運用に

関する検証を始めているが、まだ全専攻で行われる

には至っていない（資料 2-(2)-2-9）。 

以上のことから、提言内容について、改善は途上で

あり、更なる取り組みを進めていくこととしてい

る。 

≪改善に向けた今後の取り組み≫ 

学部においては、学位授与方針に対するアセスメン

トという点では十分とは言えず、現在進行中の「大

学改革」で三つのポリシーの検証や新カリキュラム

の検討を進めており、その中で学位授与方針に対す

るアセスメンポリシー等の策定等についても検討

し、より適切に充実した学習成果の把握を行うよう

進めていく。 

研究科においては、現在ルーブリックの運用検証を

始めている専攻をモデルケースとし、各専攻で早期

にルーブリックの策定と運用検証ができるよう進

める（資料 1-12、資料 2-(1)-1-14）。 

「大学評価後の改善状況」の

根拠資料 

資料 2-(2)-2-1「2020年度第 13回教育推進機構会

議（2020年 12月 8日開催）」 

資料 2-(2)-2-2「｢学修成果の可視化｣に向けた本学

の取り組みについて」 

資料 2-(2)-2-3「佛教大学卒業時調査×ベネッセ i-

キャリアデータ統合分析調査結果報告書」 

資料 2-(2)-2-4「2021年度卒業生学修実態調査結果

報告書」 

資料 2-(2)-2-5「2021年度佛教大学卒業生学修実態

調査結果報告書（統括版報告書）」 

資料 2-(2)-2-6「2020年度第 7回大学院委員会議事

録（2020年 9月 9日開催）」 
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資料 2-(2)-2-7「2020年度第 12回大学院委員会議

事録（2021年 1月 27日開催）」 

資料 2-(2)-2-8「大学院における大学基準協会の指

摘事項への対応について」 

資料 2-(2)-2-9「修士論文ルーブリック（文学研究

科 歴史学専攻）」 

＜大学基準協会使用欄＞ 

検討所見  

 

改善状況に関する評定   ５   ４   ３   ２   １ 

№ 種  別 内  容 

３ 基準 基準５ 学生の受入 

提言（全文） 収容定員に対する在籍学生数比率について、社会学

研究科修士課程で 0.20、同博士後期課程で 0.22、

社会福祉学研究科修士課程で 0.20 と低いため、大

学院の定員管理を徹底するよう、改善が求められ

る。 

大学評価時の状況 従来から大学院各研究科専攻の定員充足について

は課題があったことから 2015 年に大学院改組を行

い、収容定員の変更や専攻の改組改編を進めてきて

いた。同時に、大学院生への支援体制の充実を図っ

た結果、定員充足の状況について、一部の研究科や

専攻では改善が見られたが、大きな改善は見られ

ず、定員未充足となっている専攻も多数存在してい

たため、具体的な改善策の策定が必要となってい

た。 

その一環として、新たに 8 月と 12 月に「大学院進

学相談会」を開催して、学内、学外を問わず入学希

望者の相談や質問に対応するなどの取り組みに着

手していた。 

大学評価後の改善状況 2020年度第 6回大学院委員会において、通学課程、

通信教育課程の合同により「大学院進学相談会」を

継続的に実施するとともに、オンラインを利用した

新たな相談方法を利用できるようにし、学生募集活

動地域の拡大を図りながら定員充足に向けて対応

することが承認された（資料 2-(1)-2-1）。これを

受けて、2021 年度大学院進学相談会よりオンライ

ンを利用した新たな説明会のあり方を検討し、2020 
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年 12月 5日に実施した（資料 2-(2)-3-1）。 

その後も、同様の対応を継続し、改善に向けた取り

組みを進めた結果、2021年度の在籍学生数比率は、

社会学研究科修士課程 0.50、同博士後期課程 0.67

社会福祉学研究科修士課程 0.50、2022 年度の在籍

学生数比率は、社会学研究科修士課程 0.60、同博

士後期課程 1.00、社会福祉学研究科修士課程 0.30

と推移してきた。その結果、2023 年度現在におい

ては、評価当時の状況と比較すると、社会学研究科

修士課程は 0.20 から 0.40 へ、同博士後期課程は

0.22 から 1.00 へ、社会福祉学研究科修士課程は

0.20から 0.50へと改善した。以上のことから、す

べての定員充足には至っていないものの、当時の状

況からは大きく改善が図られた（資料 2-(2)-3-2）。 

≪改善に向けた今後の取り組み≫ 

定員充足に向けて、引き続き各研究科専攻の内容や

魅力を広く発信する方策を検討するとともに、大学

院生への支援体制の更なる充実を図る。加えて、現

在進行中の学部の改組改編の検討を踏まえながら

将来的な大学院組織のあり方や定員規模に関して

も検討をはじめる（資料 1-12、資料 2-(1)-1-14）。 

「大学評価後の改善状況」の

根拠資料 

資料 2-(2)-3-1「2020年 12月 5日 大学院オンライ

ン入学説明会対応の流れ」 

資料 2-(2)-3-2「2023年度収容定員充足率（大学基

礎データ表 2・2023年 5月 1日）」 

＜大学基準協会使用欄＞ 

検討所見  

 

改善状況に関する評定   ５   ４   ３   ２   １ 

№ 種  別 内  容 

４ 基準 基準５ 学生の受入 

提言（全文） 仏教学部仏教学科、文学部英米学科、歴史学部歴史

学科、教育学部教育学科及び臨床心理学科、社会福

祉学部社会福祉学科では、編入学定員を設定してい

るものの、経年的に入学定員を充足していないた

め、編入学の定員管理を徹底するよう、改善が求め

られる。 

大学評価時の状況 4年制大学への進学志向の高まりや、大学数、定員
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の増加などの要因も加わり、大学評価時に大学入試

の状況はすでに大きく変化していた。短期大学や各

種専門学校への入学者が減少傾向にある中、4年制

大学への編入希望者自体も減少し、また、履修カリ

キュラムや登録単位数上限の関係から、編入学によ

る教員免許状や資格取得についても最短履修年限

での単位修得が困難となり、編入学に対するニーズ

も低下が否めない状況にあった。そのような状況の

中、6学科（仏教・英米・歴史・教育・臨床心理・

社会福祉）において編入学定員を設定していたが、

2016年度から 2019年度で入学定員を充足したのは

2016年度の仏教学科のみ（定員 5 名に対して 6 名

入学）であった。 

大学評価後の改善状況 2020 年度第 4 回入試執行部会議において、編入学

定員の設定についての検討が行われ、2020年度第 5

回大学評議会及び第 18 回大学評議会を経て、2022

年度に開設した「教育学部幼児教育学科」の設置と

同時に、各学科の編入学定員廃止の届出を行った。

（資料 2-(2)-4-1、資料 2-(2)-4-2、資料 2-(2)-4-3、

資料 2-（2）-4-4）。これによって、2024 年度から

編入学定員を 0名とすることで、是正を行うととも

に、それまでの間、指定校（短期大学・専門学校等）

に対しては編入学制度の丁寧な説明と積極的な学

生募集活動を継続して対応することとした。 

また、2023 年度入試が編入学定員を設けた最終の

入試となることを踏まえ、2021 年度第 1 回入試執

行部会議及び 2021 年度第 3 回入学機構会議におい

て、2022年度と 2023年度の指定校編入学（短期大

学・専門学校）については、特別措置として旧指定

校編入学選抜の指定数を踏襲し、学長（学校長）の

推薦をもって筆記試験の免除を行い実施すること

が承認された（資料 2-(2)-4-5、資料 2-(2)-4-6、

資料 2-(2)-4-7）。 

なお、2023 年度現在においても、すべての学科に

おいて編入学定員を充足できていないが、上述のと

おり、2024 年度からは改善が図られることとなる

（資料 2-(2)-3-2）。 

≪改善に向けた今後の取り組み≫ 

2024 年度入試以降は編入学定員が廃止されること
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になるが、収容定員に欠員が生じた場合は、募集人

員を「若干名」として編入学選抜制度を引き続き実

施 す るこ とと して いる （ 資料 1-12、 資料

2-(1)-1-14） 

「大学評価後の改善状況」の

根拠資料 

資料 2-(2)-4-1「2020年度第 4回入試執行部会議議

事録（2020年 8月 25日開催）」 

資料 2-(2)-4-2「大学基準協会の大学評価(認証評

価)に対する改善策等について」 

資料 2-(2)-4-3「2020年度第 5回大学評議会議事録

（2020年 6月 2日開催）」 

資料 2-(2)-4-4「2020年度第 18回大学評議会議事

録（2021年 1月 19日開催）」 

資料 2-(2)-4-5「2021年度第１回入試執行部会議議

事録（2021年 4月 19日開催）」 

資料 2-(2)-4-6「2022年度編入学選抜における指定

校の取り扱いについて」 

資料 2-(2)-4-7「2021年度第 3回入学機構会議議事

録（2021年 5月 10日開催）」 

＜大学基準協会使用欄＞ 

検討所見  

 

改善状況に関する評定   ５   ４   ３   ２   １ 
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＜大学基準協会使用欄＞ 

【概評】 

 

＜改善に向けた大学全体の取り組み＞ 

◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯・・・・・・。 

 

 

 

＜是正勧告、改善課題の改善状況＞ 

◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯・・・・・・。 


